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インツアーに関しては、まだまだ集客に課題があるものの、ツアー参加者へのアンケートからは、
「実際に現地へ行ってみたいという気持ちが高まった」、「動画で訪れていた市場で実際に買い物
をしたいと思った」など、高い満足度と観光意欲が高まった様子が伺えます。また、リピーター
も多いそうで、ツアーには摩周湖、釧路湿原、阿寒湖の 3 種類のコースがありますが、中には 3
ツアー全てに参加されたリピーターの方もいたそうです。

オンラインツアーでは、コロナ禍によって観光を控えている方だけでなく、足腰が弱く観光
を諦めていた方、北海道から遠方の方、離れた家族と一緒に参加したい方など、様々な方が参
加でき、実際のバスツアーの雰囲気を味わうことができます。団体での貸切や海外への展開、
旅前の下調べといった要望もあり、阿寒バスでは
オンラインに対して、オンラインツアーならでは
の需要が一定程度あると見込んでいます。

閑散期には仕事が一気に減るバスガイドという
仕事においても、オンラインツアーで平準化でき
ると見込んでおり、今後も継続してオンラインの
コンテンツに取り組んでいきたいとおっしゃって
いました。

 資料）阿寒バス株式会社

これらの事例に共通することは、それぞれのツアーの楽しさ、面白さをオンラインでも味わ
えるように工夫していることです。もちろんそれはリアルの観光には及ばないかもしれません。
しかし、オンラインは時間的、距離的制約が少なく、手軽であるという利点があります。オン
ライン観光で魅力的な体験ができるのなら、オンラインの手軽さがある分、需要は多いのでは
ないでしょうか。オンライン観光とリアル観光がお互いの需要を喚起する相乗効果も期待でき
ます。

オンライン観光に興味を持たれた方は、この機会にぜひ参加してみてください！そして、リ
アルの観光も楽しんでください！

【関連リンク】
　・まいまい京都 HP

　https://www.maimai-kyoto.jp/
　・FUJITAYA KYOTO　HP

　https://fujitaya-kyoto.jp/
　・FUJITAYA BnB

　https://fujitayabnb.jp/
　・阿寒バス株式会社　HP

　http://www.akanbus.co.jp/

阿寒バス　香川代表取締役とバスガイド・従業員の方々
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③高機能で生産性の高い交通ネットワーク・サービスへの強化
ʢ.BB4ʣ
MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニー

ズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等
を一括で行うサービスである。MaaSは、人々の多様な移動ニーズに対し、様々な交通モードを組み
合わせて、的確かつ効率的に対応できるとともに、観光や医療等の目的地における交通以外のサービ
ス等との連携により、移動に関連する消費の需要の喚起や地域の課題解決にも資するサービスである。
国土交通省は、関係府省庁とも連携しつつ、MaaSの全国への早急な普及に取り組んでいるところで
あり、実証実験への支援のほか、MaaSに不可欠な交通事業者と経路検索事業者等との間のデータの
受け渡しを容易にする、「標準的なバス情報フォーマット」、「標準的なフェリー・旅客船航路情報フォー
マット」等、GTFS（General Transit Feed Specifi cation）形式でデータを作成し、出力を可能とする
システムの整備に対し、支援を行っている。また、交通事業者のキャッシュレス化や交通情報のデー
タ化などについても、財政面、ノウハウ面で支援している。

ʢࠞࡶ৘ใのఏڙ΍ΩϟογϡϨεܾࡁ౳の׆༻ʣ
上記に加えて、新型コロナウイルスの感染防

止対策として、各公共交通機関による混雑情報
の適切な提供を実施・普及できるよう、検討会
を設置し஫ 11、「公共交通機関のリアルタイム混
雑情報提供システムの導入・普及に向けたガイ
ドライン」の作成を進めているほか、非接触で
の決済が可能となるサービスの実現に向け、高
速道路以外の施設においても、ETC技術を活用
した決済システムの整備を推進している（図表
Ⅰ-3-1-27）。

஫ 11ɹ 2020 年 7 ݄Αりʮެަڞ௨ؔػのϦΞϧλΠϜࠞࡶ৘ใఏڙγεςϜのಋೖɾී͚ͨ޲ʹٴありํݕ౼ձʯ͕ઃஔ͞
Ε͍ͯΔɻ

 図表Ⅰ-3-1-27  ドライブスルーにおけるETC決済

౔ަ௨লࠃྉʣࢿ

動　画

ピックアップ！「移動」を 1 つのサービスに！ “MaaS”
出典：政府広報オンライン
URL：https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19556.html
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ίϥϜ

バスをはじめとした地域公共交通は、人口
減少や高齢化の進行による利用者の減少、交
通・物流を担う人材の不足、気候変動に伴う
災害の激甚化・頻発化などにより維持・確保
が難しい状況にある中、新型コロナウイルス
感染症の拡大により社会システムなどが大き
く変化しており、こうした環境変化に対応し
ていくことが喫緊の課題となっています。

これらに対応するため、北海道においては、
十勝地域をモデル地域に、北海道や十勝地域
の交通事業者、観光・産業関係団体などで構
成される「シームレス交通戦略推進会議」に
より、本年 2 月から 3 月にかけて、感染症対
策と公共交通利用を両立し、地域公共交通の
維持・確保を目指す、「十勝 MaaS プロジェク
ト」という MaaS 実証実験が実施されました。

実証実験では、「バスやタクシーの利用と、
飲食店、ホテルの浴場、フィットネスなどで
のサービスがセットになったデジタルチケッ
トの販売」、「交通機関における QR コード決
済や混雑情報提供による感染防止対策」、「都
市間高速バスを活用した貨物輸送（貨客混載）」
などに取り組まれました。

こうした取組は、平成 30 年（2018 年）3
月に北海道が策定した「北海道交通政策総合
指針」の重点戦略の一つである「シームレス
交通戦略」の中に位置づけられた取組として
実施しています。シームレスな交通の実現に
は、交通事業者はもとより地域の様々な関係
者の連携が必要であり、北海道は今回の取組
をきっかけに、十勝地域だけでなく全道各地
でも、交通事業者や様々な関係者間の「緩や
かな連携」を促進していきたいと考えている
とのことです。

「十勝MaaSプロジェクト」の案内紙（抜粋）

資料）北海道庁

 Googleマップでの位置情報・遅延情報の提供（十勝バス）

資料）十勝バス

MaaS で感染症対策と公共交通利用
を両立！
～「十勝 MaaS プロジェクト」～
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また、今回の実証実験では、交通事業者も感染症対策と公共交通利用の両立に向けた取組を
積極的に進めています。

例えば、同地域の十勝バス株式会社や北海
道拓殖バス株式会社は、バスロケーションシ
ステムの導入によるリアルタイム位置情報等
の提供や、QR コード決済の導入等による利便
性向上を進めています。

地域公共交通は、現在、厳しい経営環境に
ありますが、地域の生活や経済のために欠か
せない基盤であり、今後も維持・確保してい
くためには、交通事業者間の連携や様々な関
係者との連携が図られるとともに、デジタル
技術の活用等により利便性を高め、シームレ
スな交通を実現していく必要があります。

国土交通省としても、地域交通の維持・確保のため、日本版 MaaS の推進やキャッシュレス決
済の導入支援、混雑情報提供システムの導入支援など、様々な施策を推進してまいります。

【関連リンク】
・生活 MaaS 実証実験（十勝 MaaS プロジェクト）　北海道庁
　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/hokkaido-tokachi-maas.htm
・「北海道交通政策総合指針」の策定について　北海道庁
　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/H29_shishinsakutei.htm
・十勝バス㈱
　https://www.tokachibus.jp/
・北海道拓殖バス㈱
　https://www.takubus.com/
・日本版 MaaS の推進　国土交通省
　https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/
・地域公共交通支援センター
　http://koutsu-shien-center.jp/index.html

QRίʔυܾࡁʢ๺ւಓ୓৩όεʣ

ձࣾࣜגྉʣ๺ւಓ୓৩όεࢿ
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④物流デジタル化の強力な推進
コロナ禍は、我が国における物流DXを大きく進展させることとなった。EC市場が急成長したほか、

非接触・非対面型物流といった新しい生活様式に対応した物流サービスへの転換が進んでいる。また、
物流の社会的価値も再認識された。これを契機として、物流のデジタル化や構造改革を加速度的に促
進させていくことが重要である。

ʢσδλϧڥ؀の੔උʣ
国土交通省では、政府における物流施策や物流行政の指針を示し、関係省庁の連携により施策の総

合的・一体的な推進を図るものとして、第7回次期総合物流施策大綱（次期大綱）の策定を進めてい
る。
次期大綱においては、技術革新の進展、SDGsへの対応の社会的気運、生産年齢人口減、ドライバー

不足、災害の激甚化といった、現在のわが国の物流が直面する課題を踏まえ、今後の物流施策の一つ
として、「物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化」を挙げている。
この物流DXとは、物流の機械化・デジタル化を通じた、既存のオペレーション改善や働き方の改

革の実現、物流システムの規格化等を通じた物流産業のビジネスモデルそのものの革新などである。
具体的には、例えば、物流のデジタル化については、運送状等の電子化、点呼や配車管理のデジタル
化、SIP物流（物流・商流データ基盤）やサイバーポートの構築によるサプライチェーン上のさまざ
まなデータを蓄積・共有・活用することによる物流の効率化、特殊車両通行手続の迅速化等である。
また、物流標準化については、例えばソフトの標準化や業務プロセスの標準化、ハードの標準化等が
挙げられる。

ʢαΠόʔϙʔτʣ
港湾政策に関しては、中長期政策である「PORT2030」において、中長期政策の方向性の8本柱の

うちの1つに、「情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靭化」を掲げている。民間事業者間
の港湾物流手続を電子化するプラットフォームである「サイバーポート」（港湾物流分野）を構築し、
2021年4月に第一次運用を開始したところである。サイバーポートについては、今後、港湾行政手
続情報等の電子化（港湾管理分野）や、施設情報等の電子化（港湾インフラ分野）を進めることとし
ている。港湾物流・港湾管理・港湾インフラの三分野のデータを連携させることにより、港湾工事等
における利用者間調整の円滑化、災害時における代替物流ルートの検討、港湾物流情報を活用した効
率的なアセットマネジメントの実現といった多くのシナジー効果の創出を目指すとともに、サイバー
ポートの構築及び利用を通じて、港湾の生産性向上、国際競争力向上などを図ることとしている。

⑤行政のデジタル化
行政の効率化、利用者利便の向上、新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、政府全体におい

て、行政のデジタル化を強力に推進している。
2020年9月、内閣府特命担当大臣（規制改革）・行政改革担当大臣及びデジタル担当大臣が新たに

置かれ、2021年9月には、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るこ

動　画

港湾の中長期政策 PORT2030 full version
出典：公益社団法人日本港湾協会
URL：https://www.youtube.com/watch?v=bhHfRdUNVCI
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とを任務とするデジタル庁が創設されることとなっている。
また、デジタル化への取組みの一環で、不必要な出社や他者との接触の機会を削減するため、行政

手続き及び民間事業者間の手続きにおける書面規制、押印、対面規制の抜本的見直しを進めている。　

（ 2 ）イノベーションの促進
イノベーションは、生産性や競争力を大きく向上させる源泉であり、その促進を図ることが重要

である。国土交通分野における、DXによるイノベーションの促進に関する主な取組みを以下に紹介
する。

①次世代モビリティの開発・実用化
ʢࣗಈӡసंの࣮༻Խʹ͚ͨ޲औ૊Έʣ
国土交通省では、自動運転に関する政府戦略である官民ITS構想・ロードマップを踏まえ、自家用車、

移動サービス及び物流サービスそれぞれにおいて、自動運転の実用化に向けた取組みを推進している
（図表Ⅰ-3-1-28）。
自家用車については、2025年

を目途に高速道路でのレベル4自
動運転（特定条件下において、作
動継続が困難な場合も含め、シス
テムが運転を実施）の実現を目指
しており、そのため今後、高度な
自動運転機能に関する安全基準を
策定する。次に、移動サービスに
ついては、2022年を目途に限定
地域での遠隔監視のみの自動運転サービス開始を目標としており、技術開発や実証実験を推進する。
最後に、物流サービスについては、2025年度以降の高速道路でのトラックのレベル4自動運転の実
現を目標としており、その実現に向けた検討を進める。
自動運転車は、各国において早期実現に向けて開発が進められているが、自動車は国際流通商品で

あることから、国際的な基準調和は不可欠である。そのため我が国は、国連自動車基準調和世界フォー
ラム（WP29）において、共同議長又は副議長等として、自動運転に係る国際基準に係る議論を主導
し各国と協力しながら、国際基準の策定に向けて検討を進めていく。

ʢࣗಈӡߤધの࣮༻Խʹ͚ͨ޲औ૊Έʣ
自動運転車と同様、海上交通の分野においても、近年、海上安全の一層の向上、船上の労働環境改

善、産業競争力・生産性の向上等の観点から、船舶の自動運航技術の実用化への期待が高まっている。
国土交通省としては、交通政策審議会海事分科会海事イノベーション部会報告書（2018年6月1日）

に示したロードマップにおいて、「陸上からの操船やAI等による行動提案で、最終的な意思決定者で
ある船員をサポートする船舶」を「フェーズII自動運航船」と類型化し、2025年までの実用化を目

動　画

日本初！！秋田県上小阿仁村で自動運転サービス本格導入！
URL：https://www.youtube.com/watch?v=mus70syP6yE

 図表Ⅰ-3-1-28 無人自動運転移動サービスの事業化

ࠉ 

福井県永平町（2020 年 12 月～）沖縄県北谷町（2021 年 3 月～）
資料）国土交通省
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標としている。
また、国土交通省では、自動運航船の実用化に向けて、そのコア技術となる自動操船、遠隔操船

及び自動離着桟の3つの技術の早期実証のため、2018年度より実証事業を行っている。2020年8
月には、自動運航船の実用化に向けた国際連携枠組み「MASSPorts」が立ち上がっており、今後、
MASSPortsとも連携し、2025年の自動運航船の実現に向けた取組みを進めていく。

②スマートシティの社会実装の推進
「スマートシティ」という言葉は、2010年（平成22年）頃から社会に浸透し始めた。当初は、「ス
マートシティ」に係る取組みは、都市におけるエネルギーの効率的な利用など、都市の特定の分野に 
特化した取組みが多かったが、IoT、ロボット、AI、ビッグデータといった新たな技術の開発が進ん 
だことを踏まえ、2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018－「Society 5.0」「データ駆動 
型社会」への変革－」では、“まちづくりと公共交通・ICT活用等の連携によるスマートシティとし 
て、『まちづくりと公共交通の連携を推進し、次世代モビリティサービスやICT等の新技術・官民デー 
タを活用した「コンパクト・プラス・ネットワーク」の取組みを加速するとともに、これらの先進的 
技術をまちづくりに取り入れたモデル都市の構築に向けた検討を進める』ことが盛り込まれた。
国土交通省では、2018年に「スマートシティの実現に向けた中間とりまとめ」を公表し、2019
年以降、全国の牽引役となる先駆的な取組みとして22の「先行モデルプロジェクト」や、国が重点
的に支援を実施する21の「重点事業化促進プロジェクト」を選定し、関係府省連携の下、全国各地
での展開を推進している。
現在、世界や我が国のさまざまな地域で「地域の3D データ化」が進められている。この議論はGIS（地
理情報システム；Geographic Information Systems）普及の取組みに遡り、我が国においては、阪神・
淡路大震災での教訓を基に、本格的なGIS の普及の取組みが開始された。そのうち都市計画分野にお
いては、1976 年のUIS（都市情報システム；Urban Information System）の開発を皮切りに、都市
計画GIS データの標準化・普及を進めてきた。
これをさらに推し進める形で、2020 年から、国土交通省では、幅広い分野の専門家との協業のも
と、Project "PLATEAU"を起動した。このPLATEAU は、国土交通省が進める3D 都市モデルを整備・
活用するとともに、オープンデータ化して、ビジネス等に広く活用できるようにする先進的なプロジェ
クトである。3D 都市モデルとは、現実の都市空間に存在する建物や街路などを、サイバー空間に3D 
オブジェクトで再現し、さらにそのオブジェクトに、名称、用途、建設年といった都市活動情報を付
与した、3D 都市空間情報プラットフォームを指す。様々な都市活動データがこの3D 都市モデルに
統合され、現実空間とサイバー空間の高度な融合が実現することにより、都市計画立案の高度化や、
都市活動のシミュレーション、分析等を行うことが可能となる。
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国土交通省都市局では 2020 年度より「まちづくりのデジタルトランスフォーメーション」と
して、「Project PLATEAU」と銘打って、実世界（フィジカル空間）の都市を仮想的な世界（サイバー
空間）に再現する 3D 都市モデルの整備を進めています。また、これを活用した都市計画・まち
づくり、防災、都市サービス創出等の実現を目指し、推進しています。

2020 年度の事業として全国 56 都市の 3D 都市モデルの整備を完了し、開発したユースケース
44 件を公開しました。その中から 2 件、取組をご紹介します。

【2020 年度実施したユースケース】
①≪防災≫立体的都市構造の把握を通じた防災対策の高度化

近年、令和 2 年 7 月豪雨をはじめ、豪雨災害によ
り甚大な被害がもたらされています。激甚化・頻発
化する自然災害に対しては、平時から災害リスクを
認識したうえで、河川氾濫時の危険箇所や避難場所
についての正確な情報を提供することがなにより重
要であり、各市町村において「ハザードマップ」の
周知に向けた取組が進められています。

一方で、現在のハザードマップは、2 次元の地形
図に洪水浸水想定区域を重ねる形で作成されており、地図に不慣れな子供などには分かりづら
い場合があることから、浸水のリスク等をより視覚的にわかりやすく発信することが重要です。

そこで今回、Project PLATEAUでは、3D都市モデルの3次元（高さ）の特性を生かして災害ハザー
ド情報をわかりやすく表示する取組を行いました。具体的には、全国 40 都市程度を対象に、洪
水浸水想定区域図等を 3D 化し 3D 都市モデルに重ね合わせることで、災害ハザード情報をより
直感的・視覚的に理解しやすい形で表現するほか、福島県郡山市などでは、洪水浸水想定の結
果と 3D 都市モデルの属性情報（高さ、形状、構造、階数等）を組み合わせることにより、垂直
避難可能なビルを抽出・可視化するなど、3D 都市モデルを用いた防災対策の高度化を試行しま
した。

②≪都市活動モニタリング≫カメラ、センサー等の新技術を活用した都市活動の可視化　
昨今、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、人と人との距離を保つソーシャルディ

スタンスの確保が重要な要素となっています。Project PLATEAU では、栃木県宇都宮市において、
まちなかの固定カメラ映像を解析し、人と人が十分な距離を保てているかを判定する技術を用
いて、ソーシャルディスタンシングの確保状況の可視化と統計データを蓄積する技術の検証を
実施しました。この実証実験により、まちなかでの平日・休日での時間帯別の混雑状況や来街
者の行動を把握することができるため、イベントの開催や都市内回遊性、感染拡大防止等の取
組への活用が見込まれています。

3D 都市モデルが新しい世界を創る
―Project PLATEAU （プラトー）の取組
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【今後の取り組み】　
前述した 3D 都市モデルデータとユースケースについては、2020 年度中に一定の成果を得た

と考えていますが、今後はこれらの動きをさらに全国に広げていく方針です。そこで、Project 
PLATEAU では情報発信の一環として、特設ウェブサイト（https://www.mlit.go.jp/plateau/）を
開設し、3D 都市モデルのビューアーである「PLATEAU VIEW」、各種ユースケース紹介、これま
での取組を集約した各種ドキュメント（3D 都市モデルの製品仕様書・作業手順書、利活用マニュ
アル、活用事例集など）やソースコードなどをオープンデータ化しています。地方公共団体や
民間企業をはじめとする多様なプレイヤーが 3D 都市モデルの整備や、これを活用したユース
ケース開発へ参画できることを狙いとしており、今後も機能の拡充を図っていく予定です。

また、官民の知見を結集して 3D 都市モデルの発展を図るため、スマートシティ官民連携プラッ
トフォームの下に地方公共団体や民間企業、研究者で構成する「3D 都市モデルの整備・活用促
進に関する検討分科会」を設置し、2021 年 3 月 24 日に第 1 回を開催しました。今年度以降も、
幅広い分野の方々と共に検討を重ねていく予定です。

Project PLATEAU では、今後も 3D 都市モデルの社会実装に向けてデータ整備の効率化・高度
化を図り、より一層のユースケースを開発し、オープンデータ化することにより、それらが、
官民を問わず、ひろく国民への一般利用が進められることを期待しています。

動　画

PLATEAU Use case Film
URL：https://www.youtube.com/watch?v=boRW9jFpPRA

動　画

PLATEAU Concept Film
URL：https://www.youtube.com/watch?v=RnJldic_IR8
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③新技術の活用による物流最適化
（ロボット・ドローンによるラストマイル配送円滑化）
非接触・非対面型の物流システム（BtoB輸
送モデル、BtoC配送モデル）を構築し、サプ
ライチェーンの強靭化を図るため、引き続き、
デジタル技術などを用いた新たな輸配送方法等
の調査・実証を行う。具体的には、地域コミュ
ニティや配送事業者との連携によって、AI・
IoT等の先端技術やシェアリングを行いつつ、
非接触・非対面型のCtoC配送モデルについて、
実証を行うことで検証し、横展開を図る（図表
Ⅰ-3-1-29）。
また、貨客混載や中継輸送等を活用し、デジ
タル技術を駆使した非接触・非対面型の輸送モ
デルを検証、将来的な横展開を図るため、手荷役作業が多く接触機会も多い食品流通に重点を置き、
支援を行う。

（高速道路における隊列走行を含む高性能トラックの実用化）
国土交通省・経済産業省では、トラックドライバーの不足や高齢化、燃費の改善など物流業界が直
面する課題の解決に向け、2020年度内に高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実
現することを目標として、車両技術の開発や、実証実験を進めてきており、2021年2月に、新東名
高速道路の遠州森町PA～浜松SA（約15km）において、トラックの後続車無人隊列走行を実現した（図
表Ⅰ-3-1-30）。今後は、今回実現したトラックの後続車無人隊列走行技術の成果を生かしつつ、引き
続き、自動運転技術を搭載した高性能トラックの開発、社会実装を推進する。

 図表Ⅰ-3-1-30  新東名におけるトラックの後続車無人隊列走行の様子

浜松SA 内を車間5ｍで走行 本線を時速80㎞で走行 本線から浜松SA に分流

※安全確保の観点から、後続車の助手席には経験を積んだ保安要員が乗車して行われた。
資料）国土交通省

 図表Ⅰ-3-1-29  自動配送ロボット

資料）国土交通省

動　画

高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実
現しました [1] 技術説明
URL：https://www.youtube.com/watch?v=cdLg6QbErms 動　画

高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実
現しました [2] 走行時の様子
URL：https://www.youtube.com/watch?v=GZf19fC_DPw
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（ 3 ）海外需要の取り込み
今後も拡大が見込まれる海外需要の取り込みについても、我が国経済の持続的な成長の確保のため

には欠かせない。国土交通分野におけるDXによる海外需要の取り込みに関する主な取組みを以下に
紹介する。

ʢʮώτΛࢧԉ͢Δ "* λʔϛφϧʯの࣮ݱʣ
大型コンテナ船の寄港の増加に

よる荷役時間の長期化や、コンテ
ナターミナルのゲート前の渋滞の
深刻化に対応するため、コンテナ
ターミナルの生産性を飛躍的に向
上させる必要がある。このため、
国土交通省は、ゲート処理及び
ターミナル内荷役の効率化を図る
ことで、良好な労働環境と世界最
高水準の生産性を有する「ヒトを
支援するAIターミナル」の実現に向けた具体的な取組みと工程を策定している。
具体的には、まずコンテナターミナル内の荷役の効率化に係る取組みとして、①熟練技能者の荷役

ノウハウをAIにより分析し、その暗黙知を定式化し、若手技能者に継承する、②RTGを遠隔操作化し、
クレーン能力を最大化しつつ、オペレーターの労働環境を改善する、③品名、荷主名、過去の搬入・
搬出日時等のビックデータをAIで分析し、コンテナの蔵置場所を最適化するとしている。また、ゲー
ト処理の効率化に係る取組みとして、④過去のダメージ画像のビックデータを分析し、ダメージチェッ
クを効率化する、⑤ICTの活用により搬出入票情報を自動照合し、ゲート処理を迅速化する。これら
により、令和5年度中にコンテナ船の大型化に際してもその運航スケジュールを遵守した上で、外来
トレーラーのゲート前待機をほぼ解消することを目指すこととしている（図表Ⅰ-3-1-31）。

ʢΠϯό΢ϯυのஈ֊త෮͚ͨ޲ʹ׆डೖڥ؀੔උʣ
新型コロナウイルス感染症の拡大により、海外との間における人の往来は著しく減少した。しかし

ながら、ポストコロナを見据え、外国人の受入環境整備やインバウンドの段階的復活を図っていく必
要があることから、国土交通省においては、2030年訪日外国人旅行消費額15兆円の目標達成に向
けた取組みを進めていく。
具体的には、①主要7大空港を中心として配備した顔認証ゲート及びバイオカートの活用による出

入国審査手続の迅速化、②バイオカートの指紋取得技術の高度化、③チェックインから搭乗までの自
働化機器を顔認証システムで一元化するシステムの導入等の受入環境整備を進める。このほかにも、
我が国の文化資源、国立公園等においても受入環境整備を進める。

 図表Ⅰ-3-1-31 遠隔操作RTGの導入促進

⟶⌮棟䛛䜙㻾㼀㻳䜢㐲㝸᧯స

䜸䝨䝺䞊䝍䞊
R T G

㐲㝸᧯స䠮䠰䠣

౔ަ௨লࠃྉʣࢿ
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 5	 地球温暖化対策の推進
第2章第5節地球温暖化の進行の通り、我が国は、「2050年カーボンニュートラル」を目標として
掲げ、これを目指すため、昨年12月、14分野において高い目標を設定し、あらゆる政策を総動員し
たグリーン成長戦略を策定した。これにより、産業構造や経済社会の変革を通じて大きな成長につな
げ、経済と環境の好循環を作っていくこととしている。
我が国のCO2排出量のうち国土交通省に関わる運輸、民生（家庭・業務その他）部門は約5割を占

めており、両部門の排出量を削減することは重要である。産業間の連携、地域との連携、デジタル技
術の活用等横断的な視点から国土交通分野の環境関連施策の充実・強化を図りつつ、脱炭素社会、気
候変動適応社会、自然共生社会、循環型社会を目指していく。本節ではそれらに関する取組みについ
て記載していく。

（ 1 ）地球温暖化対策
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、国土交通省分野における地球温暖化対策の代表的

取組み事例を以下に紹介する。

（LCCM 住宅）
住宅・建築物の脱炭素化に向けて、使用段階のCO2排出量に加え、資材製造や建設段階のCO2排出

量の削減、長寿命化により、建築から解体・再利用等までのライフサイクル全体を通してCO2排出量
をマイナスにするLCCM（ライフサイクルカーボンマイナス）住宅の普及を推進している。サステナ
ブル建築物等先導事業（省CO2先導型）஫ 12において、2018年度より支援を実施している（図表Ⅰ-3-
1-32）。

 図表Ⅰ-3-1-32 LCCM住宅
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（自然エネルギーの導入促進）
洋上風力発電は、大量導入やコスト低減が可能であるとともに、経済波及効果が期待され、欧州

を中心に全世界で導入が拡大している。我が国においては、「洋上風力産業ビジョン（第1次）」஫ 13や
「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、洋上風力発電の導入目標として、
2040年までに3,000万kW～4,500万kWの案件を形成することが示された。国土交通省としては、
経済産業省とともに発電事業者を選定するための公募手続きを進めるとともに、将来の洋上風力発電
設備の大型化等の動向を見据えつつ、必要となる基地港湾の配置並びに面積・地耐力等を検討した上
で、港湾管理者とともに計画的に基地港湾の整備を進めていく（図表Ⅰ-3-1-33）。
また、道路において、トンネル照明、道路情報板、料金所照明等の道路インフラの電源とするため、

太陽光発電設備の設置を促進する。さらに、道路インフラの省エネ化として、LED道路照明の普及促
進、道路管理における太陽光発電、水素燃料の活用、CO2吸収コンクリートの導入等も推進している。
河川において、水利使用手続の簡素化・円滑化等により、小水力発電஫ 1�の導入を促進する。

 図表Ⅰ-3-1-33 洋上風力発電と太陽光発電

海外における洋上風力発電 基地となる港湾のイメージ 道路空間を有効活用した太陽光発電

資料）国土交通省

஫ 13ɹ ༸্෩ྗൃిのಋೖ֦େΛ໨తͱͯ͠ 201� 年 4 ΔւҬの܎ʹੜՄೳΤωϧΪʔൃిઃඋの੔උ࠶Εͨւ༸͞ߦࢪʹ݄
ར༻のଅਐʹؔ͢Δ๏཯Λ௨ͨ͡༸্෩ྗൃిのಋೖ֦େͱɺ͜ΕʹඞཁͱͳΔؔ࿈ۀ࢈のڝ૪ྗڧԽͱࠃ಺ूۀ࢈
ձʯٞڠຽ׭͚ͨ޲ʹԽڧ૪ྗڝۀ࢈ͰਐΊΔͨΊɺʮ༸্෩ྗのܗຽ͕ҰମͱͳΔ׭੔උ౳ΛɺڥͼΠϯϑϥ؀ٴੵ
Λઃཱɻத௕ظతͳ੓෎ٴͼۀ࢈քの໨ඪɺ໨͢ࢦ΂͖࢟ͱ࣮ࡦํݱ౳ʹ͍ͭͯҰఆのํ޲性Λऔり·ͱΊͨ΋のɻ

஫ 1�ɹ 1
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ίϥϜ

皆さんが毎日通勤通学に利用している電車が、実は二酸化炭素排出ゼロで運行していたら、
少し驚きではないでしょうか。そんな驚きの取組を、東急電鉄の世田谷線が実現しています。

CO2排出量ゼロの通年・全列車の運行を実現した東急電鉄株式会社の世田谷線車両

　　

資料）東急電鉄株式会社

世田谷線は東京都内を運行しており、通勤通学など沿線住民の生活インフラとして利用され
ています。鉄道は自動車と比べて地球に優しいといわれますが、都市型鉄軌道は運行本数も多く、
路線全体での二酸化炭素排出量はどうしても大きくなります。世田谷線では、2018 年度の CO2

排出量は約 1,269t と推計されます。
世田谷線を運行する東急電鉄は、東急パワーサプライと東北電力の3社合同による取組により、

水力発電および地熱発電で発電した電力の供給を受け、2019 年 3 月末から、この再生可能エネ
ルギー 100％で発電された電力によって、世田谷線全線を運行しています。二酸化炭素排出量ゼ
ロでの運行実現は、都市型通勤電車としては、日本初です。さらに、再生エネルギー 100％であ
ることを証明するため、全時間帯において再エネ電気の発電量が世田谷線の電力使用量を上回っ
ていることを確認しています。（※1）また、再生可能エネルギーの多くは電力供給が不安定で
あることが課題ですが、本件では、水力発電と地熱発電を採用することにより、安定的な電力
供給を可能としています。

この取組は、社会的インパクトの大きさや、電車という身近なインフラを通じて、再生可能
エネルギーの理解と普及促進に努めたことなどが評価され、第 11 回 EST 交通環境大賞で環境大
臣賞を受賞しました。
※ 1　 「2020 年 4 月の制度変更により、再エネ電気をはじめとした全ての非化石電源に由来する

環境価値が非化石証書化されたことに伴い、世田谷線についても、2020 年度より非化石
証書を組み合わせた電気を採用しています」

我が国は、「2050 年までに、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を目指しています。
そのためには、産官学が総力を挙げた取組が必要であり、世田谷線の取組をモデルケースとして、
交通分野等における脱炭素の取組が広まることが期待されます。国土交通省でも、交通分野等
の地球温暖化対策の取組に対し、様々な支援を行ってまいります。

日本初！再生可能エネルギー 100％
の通勤電車
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再生可能エネルギー 100％電力サービスの提供体制

Copyright © 2018 TOKYU POWER SUPPLY Co.,Ltd All Rights Reserved 4

再エネ１００％供給の仕組み

【低炭素・循環型社会】

取次ぎ
“再エネ電気”
需給契約

電気料金

“再エネ電気”を100％供給
東北電力が供給する“再エネ100％の
電力“の採用により、CO2排出量ゼロの
路線運行が可能になり、低炭素・循環
型社会の課題解決に向けた取り組みが
実現

松川地熱発電所

঩মदਈੂपૹ঵ઈ転॑৫઩खた地೸৅ਗ਼ਚپ

全�ধਚ

大越発電所[水力] 全���ধਚ�ব৔ਈ੗�

東北電力グループ

�山஄਩�

�గু਩�

世田谷線の電力使用量実績と、再エネ
電気を供給する水力･地熱発電所の発
電電力量実績を確認し、全時間帯に
おいて使用電力量の全量が再エネ電気
であることを証明

資料）東急電鉄株式会社

【関連リンク】
・東急パワーサプライ HP
　https://www.tokyu-ps.jp/saiene/
・第 11 回 EST 交通環境大賞受賞団体の決定について
　http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2019_02.html
・国土交通省 HP　鉄道分野における地球温暖化対策
　https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000045.html
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（航空分野における地球温暖化対策）
国際航空分野における地球温暖化対策目標については、国際民間航空機関（ICAO）において検討
することとされており、短中期目標については、①2050年まで燃料効率を年平均2％改善、②2020
年以降温室効果ガスの総排出量を増加させない注15等の目標が定められている。なお、長期目標につ
いては、ICAOが検討しているところである。
国土交通省としては、ICAOが決定した航空分野の脱炭素化のための上記2つの目標に対応するた
め、特に運航に関わる分野の一つとして、持続可能な航空燃料（SAF注16）の導入を促進している。近
年では、本邦エアラインにおいてSAFを使用した定期便も運行している。今後、国産SAFの供給量の
確保、認証体制注17、流通・サプライチェーンの確立を実現し、将来的に純正のSAFを導入できるよう
環境整備をしていく。
また、空港における太陽光発電、電気自動車、地中熱利用等の環境配慮技術の導入によるエコエア
ポートも推進している。

（公共交通の更なる利用促進）
自動車のCO₂排出量は日本全体の15.9％を占めているため、日常生活における車の使い方をはじ
めとした国民の行動変容を促し、公共交通の利用促進による自動車交通量の減少等を通じて、環境負
荷の低減を図ることが重要である。
国土交通省としては、地域公共交通計画と連動したLRT・BRTや電気自動車等のCO2排出の少ない
輸送手段の導入及びMaaSの社会実装やコンパクト・プラス・ネットワークの推進、バスタの整備等
のモーダルコネクトの強化等を通じた公共交通の利便性向上に取り組んでいく。

（次世代自動車の普及促進に向けた環境整備）
地球温暖化ガス排出削減に向けたガソリン車規制は世界の潮流となりつつある注18。我が国は、グ

リーン成長戦略において、遅くとも2030年半ばまでに乗用車新車販売で電動車注19を100％とすると
している。国土交通省の道路政策ビジョンにおいても、道路交通の低炭素化の方向性を提示している。
また、地域が抱える様々な交通の課題の解決と、地域での低炭素型モビリティの普及を同時に進めら
れる「グリーンスローモビリティ」を推進している。
国土交通省としては、電動車普及に向けた環境整備として、道路占用による道の駅やSA/PAにお

注 15　CORSIA（国際航空におけるカーボンオフセット制度）により 2035 年に達成することとされている。
注 16　SAF の主な原料
　	 廃食油、廃獣脂、パーム油等：米国、フィンランドで商用プラントを運転中。商用として SAF を供給した実績あり
　	 都市ごみ・廃棄物等：米国で都市ごみ由来 SAF 製造プラントを建設中。我が国でも事業化に向けた検証を実施中
　	 木質バイオマス等：米国にて商用化予定。我が国でも技術開発・大規模化に向けた検証を実施中
　	 藻類等：我が国において 2030 年頃の商用化に向けて技術開発・大規模化に向けた検証を実施中
注 17　国内において国際規格を遵守していることを確認する体制の確保、輸入 SAF の円滑な品質検査の実施
注 18　英：2030 年までに全ての新車をゼロミッション化
　	 仏：2040 年までに化石燃料を使用する乗用車の販売禁止
　	 中国：EV やハイブリッド車等の環境対応車の販売目標、2023 年 18％
　	 米：2030 年までに新車バスをゼロミッション化
　	 独：2030 年までに新規自動車（常用、貨物）の電化
注 19　電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車

動　画

ミライアイズ～エコな移動を心地よく ” グリーンスローモビリティ ” ～
出典：環境省
URL：https://www.youtube.com/watch?v=50GePVLSKkg
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ける充電施設の設置、EV充電器の公道設置の社会実験、非接触給電システムの研究開発の支援に取
り組んでいる（図表Ⅰ-3-1-34）。

 図表Ⅰ-3-1-34 EV充電施設とワイヤレス給電技術

道の駅でのEV充電器の設置 非接触給電技術の研究開発支援
౔ަ௨লࠃྉʣࢿ

（港湾分野における地球温暖化対策）
我が国の輸出入の99.6％を取り扱う物流拠点であり、我が国のCO2排出量の約6割を占める発電、
鉄鋼、化学工業等の産業の多くが立地する産業拠点である港湾において、水素・燃料アンモニア等の
大量かつ安定・安価な輸入を可能とする受入環境の整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等
を通じて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート（CNP）」を形
成し、脱炭素社会の実現に貢献していく（図表Ⅰ-3-1-35）。

 図表Ⅰ-3-1-35 カーボンニュートラルポート（CNP）形成のイメージ

 

౔ަ௨লࠃྉʣࢿ

（海事分野における地球温暖化対策）
国際海運分野では、今世紀中のなるべく早期に、温室効果ガス（GHG）ゼロエミッションを実現

第1節　危機による変化と課題への対応

第
3
章

豊
か
な
未
来
の
実
現
に
向
け
て

Ⅰ

国土交通白書　2021 127



すること等を国際的な目標஫ 20としている。世界有数の海事大国である我が国では、このような国際
的な取組みを牽引するため、産官学公により将来の船が目指すべき方向性等を議論し、温室効果ガス
を排出しないエコシップ「ゼロエミッション船」のコンセプトを取りまとめた。そして、小型の内航
旅客船やプレジャーボートを対象とした水素燃料電池船の開発・実証、大型外航船への活用が期待さ
れるアンモニア燃料船の開発等を進めており、2028年までの商業運航を目指している（図表Ⅰ-3-1-
36）。

 図表Ⅰ-3-1-36 ゼロエミッション船

㉸㧗ຠ⋡ LNG㸩㢼ຊ᥎㐍⯪
世界各国で導入が進んでいる LNG
燃料。CO2排出量を約20%削減。
風力推進等の技術により削減率を
86％へ

Ỉ⣲⇞ᩱ⯪
CO2が発生しない
クリーンな燃料

⯪ᩱ⇞࢔ࢽࣔࣥ࢔
CO2を発生しない。
水素に比べて貯蔵
が容易
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資料）国土交通省

（ 2 ）気候変動の影響への適応
気候変動の影響に適応し、くらしの安全性・快適性等を維持するため、流域治水への転換等の災害

対策、無降水日数の増加など深刻化が懸念される渇水への対策、酷暑を助長するヒートアイランドへ
の対策等を推進していく。このほか、国土交通省の代表的な取組みを以下に紹介する。

（監視・予測情報の提供）
気象庁においては、地上観測、海洋気象観測

船、衛星等により、大気や海洋の環境変動を総
合的に把握するとともに、気候変動に関する長
期的な監視情報を提供していく。
また、近年、「線状降水帯」が大きな災害に

つながっていることから、予測技術の精度を向
上することで線状降水帯による集中豪雨の情報
を、より早く高い確率で予測し、災害発生の危
険度を提供する。（図表Ⅰ-3-1-37）。
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 図表Ⅰ-3-1-37  線状降水帯による豪雨に対する情
報提供の改善
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（治水計画等への気候変動の影響の反映）
気候変動の影響により、降雨量の増加や海面

水位の上昇等が予測されているため、防災・減
災対策においても、これらをあらかじめ見込ん
だ対策を行う必要がある。このため、河川、砂
防、海岸、港湾、下水道に関する整備計画や施
設の基準について、気候変動の影響を考慮した
ものとし、それに基づく対策を実施する（図表
Ⅰ-3-1-38）。

（ 3 ）自然共生のための取組
生物多様性のもたらす恵みを将来にわたって継承し、自然と人間との調和ある共存を確保する必要

がある。そのための国土交通省の代表的な取組を以下に紹介する。

（グリーンインフラの推進）
国土交通省では、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多

様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める「グリーンインフラ」を推
進している。
具体的には、産学官の多様な主体が参画する「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」（2020

年3月設立）において、グリーンインフラの社会的な普及、技術に関する調査・研究、資金調達手法
の検討等を進めるとともに、地方公共団体や民間事業者等を対象に技術的・財政的支援を実施している。
ここでは、プラットフォームの取組みの1つとして、グリーンインフラに関連する優れた取組事例

を表彰する「グリーンインフラ大賞」について紹介する。
第1回グリーンインフラ大賞で

は、防災・減災部門、生活空間部
門、都市空間部門、生態系保全部
門の4部門において募集を行い、
全国各地から合計117件の取組
事例が寄せられた。生態系保全部
門で国土交通大臣賞を受賞したの
は、兵庫県豊岡市の「「コウノト
リ野生復帰」をシンボルとした自
然再生」である。コウノトリの野
生復帰を通じて、人と自然が共生する社会、コウノトリも住める豊かな環境（自然環境と文化環境）
を創造し、地域の特色を生かし、世界の人々から尊敬されるまちを実現させることを目的とした取組
みである。本プロジェクトにおいて、生きものを育みながら生産されるコウノトリが育むお米は、ブ
ランド米として高値で取引され、2019年度作付面積は市内耕地面積の14.5％まで拡大し、香港、シ
ンガポールなどにも輸出されている。また、市立ハチゴロウの戸島湿地等には、学生、研究者など、

 図表Ⅰ-3-1-38  気候変動の影響に対応した防災対
策への転換

 

౔ަ௨লࠃྉʣࢿ

 図表Ⅰ-3-1-39 「コウノトリ野生復帰」をシンボルとした自然再生

出典：兵庫県豊岡市

出典：兵庫県豊岡市

出典： 国土交通省近畿地方整備
局豊岡河川国道事務所

第1節　危機による変化と課題への対応

第
3
章

豊
か
な
未
来
の
実
現
に
向
け
て

Ⅰ

国土交通白書　2021 129



年間約8,000人の人々が訪れている。さらに、2012年に円山川下流域・周辺水田がラムサール湿地
に登録されるなどの効果をもたらした（図表Ⅰ-3-1-39）。

（ 4 ）循環型社会
廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分の確保によって、天然資源の消費を

抑制し、環境への負荷をできる限り低減する必要がある。それに向けた国土交通省の代表的な取組を
以下に紹介する。

（下水道資源の有効利用）
下水処理過程で発生する下水汚泥は、近年の技術の進歩等によりバイオマス、汚泥燃料、肥料等の

多様な資源として有効活用できることから、その利用に期待が高まっている。また、下水熱利用の促
進も図っており、国内で32カ所஫ 21の導入事例がある。今後は導入事例の横展開を図るとともに、既
存システムのコスト低減により、下水熱活用のための環境整備を行っていく（図表Ⅰ-3-1-40）。

 図表Ⅰ-3-1-40 地域バイオマスの集約化と下水道熱の利用

　

資料）国土交通省

（建設リサイクルの推進）
これまで建設リサイクルや建設副産物の適正処理を推進するため、建設リサイクル推進計画を定

期的に策定し、各種施策を展開してきた。その結果、2018年度には建設廃棄物のリサイクル率が約
97％に達したことから、今後はリサイクルされた材料の利用方法などリサイクルの「質」の向上が
重要である。このような視点から、「建設リサイクル推進計画2020 ～「質」を重視するリサイクル
へ～」を策定し、新たに「廃プラスチックの分別・リサイクルの促進」、「リサイクル原則化ルールの
改定」、「建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用」等に取り組む。 

஫ 21ɹ 201� 年 � ݄࣌఺
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サッカーや野球などのスポーツ観戦に行ったことのある方や、スタジアムの周辺にお住まい
の方は、試合後の交通渋滞を目撃、もしくは巻き込まれた経験があるのではないでしょうか。
また、無断駐車も見られ、社会問題となっています。これは自家用車での来場が多いことが要
因です。ここでは、自家用車から、公共交通機関や徒歩・自転車での来場へ転換することで、
交通問題を解決し、それだけでなく、人々の健康増進、地域の活性化、環境保全にも貢献する
優れた取組を紹介します。

ファジウォーカープロジェクトのロゴマークと今回お話を伺った岡山大学の氏原先生

　　

資料）ファジウォーカープロジェクト

岡山県のプロサッカーチーム、ファジアーノ岡山は、試合当日には多くのサポーターが応援
に駆けつけ、大変な賑わいをみせます。一方、スタジアム周辺では日常交通に観戦者の自家用
車交通が加わり、大変な渋滞を引き起こし、地域の課題とされていました。J リーグという地域
が盛り上がる大切な資源にもかかわらず、他方では地域にネガティブな影響を与えているとい
う印象を持つ方もいて、非常にもったいない状況でした。

そこで、2016 年に産官学のプロジェクトチーム “ ファジウォーカープロジェクト ” が立ち上
がりました。このプロジェクトでは、渋滞解消にとどまらず、地域の更なる発展を目標として、
活動が行われています。 

このプロジェクトでは、「車で来るのはやめましょう」とは決して言っていません。サポーター
を巻き込み、歩くことがクラブの応援になる、そうした “ ファジウォーカー ” というブランディ
ングとプロモーションがこのプロジェクトの特徴です。

具体的なプロモーション活動としては、プロモーション動画の作成や、駅での広告、スタジ
アム内の電光掲示板での PR 等に加え、ワンショット TFP という取組を行っています。これは、
自家用車で来場された方に直接声をかけ、自動車を利用しない来場方法を考えてもらう取組で
す。転換のきっかけを調査した結果、この取組がもっとも成果があったことがわかりました。

人・地域・地球にやさしい
サッカー観戦
 ～ファジウォーカープロジェクト～
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転換に最も貢献したワンショットTFPとは

 

資料）ファジウォーカープロジェクト

さらに、バス事業者と連携し、ファジバスとしてラッピングバスの運行やバス車内での広告、
アプリでファジバスの運行情報提供などを行っています。

2019 年の調査では、自家用車来場者の 11％の方が、来場手段を転換しており、これを年間
21 試合に換算すると、4,175 台もの自動車数の削減に繋がっています。また、公共交通機関を
利用する方は、自家用車の利用者に比べて、駅周辺で店舗への立ち寄る割合が 1.2 ～ 1.9 倍多く
なることがわかっています。今後は地元商店街などファジロードへの賑わいをさらに高めてい
くことを考えています。

試合当日には、岡山駅やスタジアムの周辺、商店街には、ファジアーノ岡山を応援するポス
ターや横断幕が多数掲げられ、まちを挙げてチームを応援していることがわかります。プロジェ
クトでは、こうした賑わいを更に高めることに加え、健康増進、地球環境の負荷低減なども期
待されています。

また、この取組は、サッカー 1 チームの取組ながら、全国のイベントでの渋滞対策にも参考
となること等が評価され、第 11 回 ＥＳＴ交通環境大賞で奨励賞を受賞しています。地域の持続
可能性、地球環境の保全の観点からも、こうした取組が全国で進むことが期待されます。

【関連リンク】
　・ファジウォーカープロジェクト HP
　　http://yasashii-access.info/fw/
　・第 11 回 EST 交通環境大賞受賞団体の決定について
　　http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2019_02.html
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